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Ⅰ　作業単金

  （１）労務費単金

6,332 （単位：百万円）
902 （単位：人） 特別調査による

③ＮＴＴ東日本施設保全業務における１人あたり年間労務費 7,020 （単位：千円） ①／②
225 （単位：日）

⑤１人１日あたり労務費単金（平日） 31,200 （単位：円） ③／④
⑥１日あたり実労働予定時間 7.5 （単位：時間）
⑦１人１時間あたり労務費単金（平日昼間） 4,160 （単位：円） ⑤／⑥
⑧１人１時間あたり労務費単金（平日夜間） 4,999 （単位：円）
⑨１人１時間あたり労務費単金（平日深夜） 5,957 （単位：円）
⑩１人１時間あたり労務費単金（土日祝日昼夜間） 5,238 （単位：円）
⑪１人１時間あたり労務費単金（土日祝日深夜） 6,197 （単位：円）
⑫ベア率 0

  （２）物件費比率

比率等

①施設保全費内の物件費 1,481
②施設保全費内の労務費（超過勤務手当・雑給・退職給与金除く） 6,332
③物件費比率 23.4% ①／②

  （３）管理共通費比率

比率等

①管理共通費（退職給与金除く） 204,921
②直接費（退職給与金除く） 996,047
③管理共通費比率 20.6% ①／②

  （４）退職給与費比率

比率等

①退職給与金 903
②直接費（退職給与金除く） 996,047
③退職給与費比率 0.1% ①／②

  （５）報酬率

比率等

①適用報酬率 1.57% 当社の網改造料算定における報酬率
②料金回収期間 45.625
③報酬率 0.20% ①×②／３６５ 　

  （６）利益対応税率

比率等

①下限報酬率 0.43%
②利益対応税率（課税対象報酬全体に対する比率） 65.40% 当社の網改造料算定における利益対応税率
③利益比率 72.61% １－①／(5)①
④利益対応税率（報酬全体に対する比率） 47.49% ②×③

（単位：百万円）

区                     分 備        考

①ＮＴＴ東日本施設保全費内労務費合計
　　（超過勤務手当・雑給・退職給与金除く）
②ＮＴＴ東日本施設保全業務稼動要員数

④年間平均労働日数

当社における各時間帯の労務費割増率
を勘案し算定

区                     分 平成１９年度決算ベース 備        考

（単位：百万円）

区                     分 備        考

（単位：百万円）

区                     分 備        考

区                     分 備        考

区                     分 備        考
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１人１時間あたり作業単金（平日昼間）

金額等

①労務費単金（平日昼間・１時間） 4,160 (1)⑦×（１＋(1)⑫）
②物件費 973 ①×(2)③
③管理共通費 1,057 (①＋②)×(3)③
④退職給与費 5 (①＋②)×(4)③
⑤報酬 12 (①＋②＋③＋④)×(5)③
⑥利益対応税 6 ⑤×(6)④
⑦１人１時間あたり作業単金（平日昼間） 6,213 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

１人１時間あたり作業単金（平日夜間）

金額等

①労務費単金（平日夜間・１時間） 4,999 (1)⑧×（１＋(1)⑫）
②物件費 973 (1)⑦×（１＋(1)⑫）×(2)③
③管理共通費 1,230 (①＋②)×(3)③
④退職給与費 5 （(1)⑦×（１＋(1)⑫）＋②）×(4)③
⑤報酬 14 (①＋②＋③＋④)×(5)③
⑥利益対応税 7 ⑤×(6)④
⑦１人１時間あたり作業単金（平日夜間） 7,228 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

１人１時間あたり作業単金（平日深夜）

金額等

①労務費単金（平日深夜・１時間） 5,957 (1)⑨×（１＋(1)⑫）
②物件費 973 (1)⑦×（１＋(1)⑫）×(2)③
③管理共通費 1,428 (①＋②)×(3)③
④退職給与費 5 （(1)⑦×（１＋(1)⑫）＋②）×(4)③
⑤報酬 17 (①＋②＋③＋④)×(5)③
⑥利益対応税 8 ⑤×(6)④
⑦１人１時間あたり作業単金（平日深夜） 8,388 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

１人１時間あたり作業単金（土日祝日昼夜間）

金額等

①労務費単金（土日祝日昼夜間・１時間） 5,238 (1)⑩×（１＋(1)⑫）
②物件費 973 (1)⑦×（１＋(1)⑫）×(2)③
③管理共通費 1,279 (①＋②)×(3)③
④退職給与費 5 （(1)⑦×（１＋(1)⑫）＋②）×(4)③
⑤報酬 15 (①＋②＋③＋④)×(5)③
⑥利益対応税 7 ⑤×(6)④
⑦１人１時間あたり作業単金（土日祝日昼夜間） 7,517 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

１人１時間あたり作業単金（土日祝日深夜）

金額等

①労務費単金（土日祝日深夜・１時間） 6,197 (1)⑪×（１＋(1)⑫）
②物件費 973 (1)⑦×（１＋(1)⑫）×(2)③
③管理共通費 1,477 (①＋②)×(3)③
④退職給与費 5 （(1)⑦×（１＋(1)⑫）＋②）×(4)③
⑤報酬 17 (①＋②＋③＋④)×(5)③
⑥利益対応税 8 ⑤×(6)④
⑦１人１時間あたり作業単金（土日祝日深夜） 8,677 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥

（単位：円）

（単位：円）

区                     分 備        考

（単位：円）

区                     分 備        考

（単位：円）

区                     分 備        考

区                     分 備        考

（単位：円）

区                     分 備        考
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Ⅱ 工事費

（１）ＰＨＳ登録工事費（１磁気媒体ごとに）
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に登録する工事の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 5.418 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 33,662 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに登録する工事の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 4.968 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 30,866 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（２）ＰＨＳ契約者回線番号削除工事費（１番号ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.084 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 522 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（３）ＰＨＳ利用停止工事費
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に工事を行う場合）
　（ア）１磁気媒体ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.598 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,715 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）１番号ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.076 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 472 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに工事を行う場合）
　（ア）１磁気媒体ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.538 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,343 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）１番号ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.064 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 398 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（４）ＰＨＳ利用停止解除工事費（１番号ごとに）
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に工事する場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.076 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 472 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに工事する場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.064 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 398 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 備        考

区       　分 備        考

金　　額　　等

区       　分 備        考

金　　額　　等

金　　額　　等

区       　分 備        考

金　　額　　等

金　　額　　等

金　　額　　等

金　　額　　等 備        考区       　分

区       　分 備        考

区       　分 備        考

区       　分 備        考

金　　額　　等
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（５）ＰＨＳ着信転送登録工事費
（ア）１磁気媒体１００番号まで

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.346 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,150 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（イ）１磁気媒体５０番号まで

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,330 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ウ）１磁気媒体１０番号まで

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.111 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 690 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（エ）１番号ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.083 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 516 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（６）ＰＨＳ着信転送解除工事費（１番号ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.058 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 360 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（７）ＰＨＳ認証情報変更工事費
（ア）１磁気媒体１０番号まで

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.244 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,516 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（イ）１磁気媒体１番号のとき

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.109 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 677 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（８）ＰＨＳ着信転送基本登録工事費
（ア）１ＰＨＳ接続装置あたり

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.033 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 205 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（イ）２０基地局回線ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.250 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,553 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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 （９）ＶＰＮ工事費（１回線ごとに）
ア．当社の加入者交換機にＶＰＮサービス機能を登録する工事に要する費用

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.420 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,609 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.523 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,249 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１０）テレドームサービス登録工事費（１回線ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.286 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,777 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１１）地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能登録工事費（１回線ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.350 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,175 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１２）グループセキュリティサービス登録工事費（１回線ごとに）
（新設の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.243 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,510 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（廃止の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.221 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,373 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１３）メンバーズネットサービス登録工事費（１回線ごとに）
（新設の場合）
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.680 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 4,225 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.680 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 4,915 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.680 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 5,704 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.680 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 5,112 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.680 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 5,900 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

イ．当社の加入者交換機に登録されたＶＰＮサービス機能を廃止すると同時に新たな方式によるＶＰＮサービス機能を登録する工事及びＶＰＮサービス機能に係るデータ設定
を変更する工事に要する費用

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等
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（廃止の場合）
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.537 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,336 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.537 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,881 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.537 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 4,504 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.537 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 4,037 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.537 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 4,660 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１４） 特定中継事業者利用停止工事費（１回線ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.123 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 764 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１５） 特定中継事業者契約不締結工事費（１回線ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.029 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 180 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（１６）全国型着信短縮ダイヤル機能登録工事費（１工事ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.125 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 6,990 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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（１７）ルーティング番号登録工事費（１ルーティング番号ごとに）
ア．基本額
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,137 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,323 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,535 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,376 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,588 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.114 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 708 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.114 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 824 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.114 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 956 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.114 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 857 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.114 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 989 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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（１８）ルーティング番号等削除工事費
ア．ルーティング番号のみを削除する場合（１ルーティング番号ごとに）
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,137 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,323 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,535 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,376 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,588 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 621 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 723 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 839 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 752 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 868 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等

区       　分

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等 備        考

金　　額　　等 備        考

区       　分

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分

備        考

区       　分
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イ．ルーティング番号及び契約者回線番号等を削除する場合（１ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに）
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.205 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,274 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.205 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,482 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.205 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,720 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.205 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,541 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.205 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,779 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ） 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 621 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 723 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 839 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 752 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 868 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

金　　額　　等 備        考

区       　分

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等 備        考

区       　分

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分

金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等 備        考
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（１８）－２ ルーティング番号変更工事費（１ルーティング番号ごとに）
ア．基本額
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,274 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,645 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,070 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 2,751 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,176 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,162 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,228 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,352 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,388 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,569 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,517 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,406 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,677 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,623 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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（１９） 光回線設備収容替工事費（１工事ごとに）
ア．光信号端末回線（光局外スプリッタを含まないものに限ります。）の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.133 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 7,039 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

  （イ）加算額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.333 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 8,282 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

イ．光信号中継回線の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.233 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,448 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

  （イ）加算額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.283 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 7,971 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（２０） 光回線設備接続モジュール取替工事費（１工事ごとに）
ア．光信号端末回線の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.133 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 7,039 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

  （イ）加算額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.999 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 12,420 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

イ．光信号中継回線の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.233 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,448 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

  （イ）加算額

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.700 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 10,562 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

（２１） 光信号電気信号変換装置データ設定変更工事費(1工事ごとに)

①作業単金（１時間あたり） 6,213 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.434 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費
8,909 （単位：円）

(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した
貸倒率）

備        考金　　額　　等区       　分

備        考

備        考金　　額　　等区       　分

金　　額　　等区       　分

備        考区       　分 金　　額　　等

区       　分 備        考金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

金　　額　　等区       　分

備        考区       　分 金　　額　　等

備        考

備        考区       　分 金　　額　　等

備        考
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（２２） 光信号分岐端末回線接続工事費（１光信号分岐端末回線ごとに）
（平日昼間）

①当該作業に係る工事費 4,451 （単位：円）

②当該作業に係る工事費 4,451 （単位：円）
①×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒
率）

（土日祝日昼間）

①当該作業に係る工事費 5,285 （単位：円）

②当該作業に係る工事費 5,285 （単位：円）
①×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒
率）

（２３） 光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費（１光信号分岐端末回線ごとに）
（平日昼間）

①当該作業に係る工事費 1,698 （単位：円）

②当該作業に係る工事費 1,698 （単位：円）
①×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒
率）

（土日祝日昼間）

①当該作業に係る工事費 1,829 （単位：円）

②当該作業に係る工事費 1,829 （単位：円）
①×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒
率）

（２４） 光信号分岐端末回線設置等加算工事費（１光信号分岐端末回線ごとに）

①平日昼間の当該作業に係る工事費 18,406 （単位：円）
②土日祝日昼間の当該作業に係る工事費 20,034 （単位：円）

③加算工事費 1,628 （単位：円）
（②－①）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用し
た貸倒率）

（２５） ルーティング番号変更工事費
　平成２０年３月１日から平成２１年３月３１日までの利用実績の適用する精算のための工事費

ア．基本額
　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,280 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,174 （単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,319 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,369 （単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,506 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,591 （単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,614 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,424 （単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,802 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.187 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 1,646 （単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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 Ⅲ 手続費

（１）料金回収手続費（公衆電話発信以外の場合）
（平成１９年度の実績コスト等をもとに算定）

１．原価の算定

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網
サービス

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網
サービス

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網
サービス

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網
サービス

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網
サービス

①通信ごとのデータ蓄積・料金計算に係る費用

②請求金額確定に係る費用

③請求書表示に係る費用

④-1請求書編集業務に係る費用

システム関連費用

業務費用（人件費・物件費）

④-2請求書作成・発送業務に係る費用

業務費用（人件費・物件費）

郵送料

④-3収納業務に係る費用

システム関連費用

業務費用（人件費・物件費）

振込手数料等

④-4問合せ業務に係る費用

システム関連費用

業務費用（人件費・物件費）

④請求・収納・問合せ業務に係る費用

⑤回収業務に係る費用
（利用停止・契約解除等の滞納整理業務に係る費用）

システム関連費用

業務費用（人件費・物件費）

⑥回収不能相当額
（料金回収不能となり、貸倒損失計上した額）

２．料金の設定

（１）需要あたりの原価の算定

単　　位

ａ．通信回数
(1)ＮＴＴ東日本（その他）

(2)移動体事業者

(3)ＮＴＴ東日本（その他）・移動体計

(4)ＮＴＴ東日本（音声利用ＩＰ通信網サービス）

(5)合計

ｂ．内訳項目数
(1)ＮＴＴ東日本（その他）

(2)移動体事業者

(3)ＮＴＴ東日本（その他）・移動体計

(4)ＮＴＴ東日本（音声利用ＩＰ通信網サービス）

(5)その他事業者

(6)料金回収手続費適用事業者計

(7)料金請求回収代行利用事業者

(8)合計

ｃ．利用者料金額（請求金額）
(1)ＮＴＴ東日本（その他）

(2)移動体事業者

(3)ＮＴＴ東日本（音声利用ＩＰ通信網サービス）

(4)その他事業者

(5)合計

（注）　移動体事業者とは、携帯・自動車電話事業者、活用型ＰＨＳ事業者、接続型ＰＨＳ事業者、無線呼出し（ﾎﾟｹﾍﾞﾙ発課金）事業者のことをいいます。

 その他事業者とは、NTT東日本、移動体事業者以外で料金回収手続費を適用する事業者のことをいいます。

（円）

（円）

（％）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

１．③原価／ｂ(6)

１．⑥原価／ｃ(5)

１．⑤原価／ｂ(6)

１．④原価／ｂ(8)

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網サービス

単　　位

１．②原価の（ｱ)／ｂ(3) １．②原価の(ｲ)／b(4)

(1)+(2)

6.04

0.07

（１通信ごとに）

（１内訳項目ごとに）

（１内訳項目ごとに）

（１内訳項目ごとに）

（１内訳項目ごとに）

（利用者料金額ごとに）

0.25

16.65

1,051

0.24 0.44

5.631.13

1,473,249

需要あたり原価

対象事業者

10,227

1,954

1,048 1 1 1

13,521

688 1 0 1 690

13,482 17 9 13

3 3,120

37,237 48 25 35 37,345

3,111 4 2

3,287

167 0 0 0 167

3,278 4 2 3

2,163

5,129 7 4 5 5,145

2,157 3 1 2

7,702

392 1 0 1 394

7,678 11 5 8

6,333

8,624 11 6 8 8,649

6,315 8 4 6

8,157

14,939 19 10 14 14,982

8,134 10 6 7

11,374

3,208 4 2 3 3,217

11,342 14 8 10

2,208 625

554 1 0 1 556

2,469 635

2,201 622 3 2 2 0 2 1

2 0 2 12,462 632 3 2

(ｱ)その他
（右記以外）

(ｲ)音声利用
ＩＰ通信網サービス

１．①原価の(ｱ)／a(3) １．①原価の(ｲ)／a(4)

1,191,457

87,269

58,410

(ｱ)その他
（右記以外）

174

2,239

4

2,243

単　　位 備　　　　　考区　　　　　　分

区　　　　　分 需　要　数

12,794 16 9 12 12,831

原　　価設備管理運営費 自己資本費用 他人資本費用 利益対応税

区　　　　　分

備　　　　　考

備　　　　　考

(3)+（4）

1,818

136

(1)+(2)+(3)+（4）

（3）+(4)+（5）

(6)+（7）

136,113

（百万項目）

（百万円）

（円）

（円）

（円）

111

(1)+(2)

8,451

1,776

1,428

11,655

（百万回）

⑥回収不能相当額に係る料金

⑤回収業務に係る料金

④請求・収納・問合せ業務に係る料金

③請求書表示に係る料金

②請求金額確定に係る料金

①通信ごとのデータ蓄積・料金計算に係る料金
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（２）料金の設定

（ア）電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を１の協定事業者が専有する場合であって、請求・収納・回収に係るもの

・１内訳項目ごとに

単　　位

（円/内訳項目）

・利用者料金額（請求金額）ごとに（月額）

単　　位

（％）

（イ）電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求・収納・回収に係るもの

・原価の算定

単　　位

・料金の設定

単　　位

H．適用する手続費 （利用者料金額ごとに） （％）

（ウ）当社の音声利用IP通信網サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を１の協定事業者が専有する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求・収納・回収に係るもの

・１通信ごとに

単　　位

通信ごとのデータ蓄積・料金計算に係る手続費 （円/通信）

・１内訳項目ごとに

単　　位

請求金額確定・請求書表示・請求・収納・問合せ業務・回収に係る手続費 （円/内訳項目）

・利用者料金額（請求金額）ごとに（月額）

単　　位

回収不能相当額に係る負担額 （％）

A＋B＋C＋D＋E＋F

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（１）⑤×（１）ｂ(2)

（１）⑥×（１）ｃ(2)

（１）④×（１）ｂ(2)

（百万円）

（百万円）

（百万円）

G／（１）ｃ(2)×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩ
Ⅴ．料金設定に使用した貸倒率）

備　　　　　考

備　　　　　考

備　　　　　考

備　　　　　考

（（１）③＋（１）④＋（１）⑤）×（１＋「網使用料算定根
拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒率）

（１）⑥×(１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料
金設定に使用した貸倒率）

（１）①の(ｱ)×（１）ａ(2)

（１）②の(ｱ)×（１）ｂ(2)

（１）③×（１）ｂ(2)

区　　　　　　分 料　金　額

区　　　　　　分

区　　　　　　分 料　金　額

区　　　　　　分

0.44

料　金　額

22.94

料　金　額

0.07

821

61

料　金　額

（（１）②の(ｲ)＋（１）③＋（１）④＋（１）⑤）×（１＋「網
使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用し
た貸倒率）

（１）⑥×(１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料
金設定に使用した貸倒率）

154

（1）①の(ｲ)×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩ
Ⅴ．料金設定に使用した貸倒率）

0.07

4.3

備　　　　　考

備　　　　　考

備　　　　　考

28.57

区　　　　　　分

料　金　額

3,760

34

2,264

区　　　　　分

原価

426

G．業務毎の負担額合計

F．回収不能相当の負担額

E．回収業務の負担額

D．請求・収納・問合せ業務の負担額

C．請求書表示の負担額

B．請求金額確定の負担額

A．通信ごとのデータ蓄積・料金計算の負担額

請求書表示・請求・収納・問合せ業務・回収に係る手続費

区　　　　　　分

回収不能相当額に係る負担額
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（２）電話帳掲載手続費（１発行ごとに１掲載あたり）
ア．原価の算定
　（ア）更新結果チェック（新規・変更データの登録時にデータをチェックするための１版あたりのコスト）

職業別電話帳 50音別電話帳
①設備管理運営費 66,228 40,603 （単位：円）
②他人資本費用 46 28 （単位：円）
③自己資本費用 85 52 （単位：円）
④利益対応税 62 37 （単位：円）
⑤合計 66,421 40,720 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　（イ）伝票入力（新規・変更時に職業分類等の情報を入力するのに必要な１版あたりのコスト。職業別電話帳のみに加算）

①設備管理運営費 （単位：円）
②他人資本費用 （単位：円）
③自己資本費用 （単位：円）
④利益対応税 （単位：円）
⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　（ウ）印刷・製本委託額（職業別電話帳・50音別電話帳それぞれ１版を生産するのに必要な平均的モデルより算定）

職業別電話帳 50音別電話帳
①設備管理運営費 10,436,150 3,088,110 （単位：円）
②他人資本費用 7,170 2,122 （単位：円）
③自己資本費用 13,358 3,953 （単位：円）
④利益対応税 9,702 2,871 （単位：円）
⑤合計 10,466,380 3,097,056 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　（エ）電話帳システム使用料（電話帳の発行・編集等に係る１版あたりのシステムコスト）

職業別電話帳 50音別電話帳
①設備管理運営費 1,045,235 640,804 （単位：円）
②他人資本費用 718 440 （単位：円）
③自己資本費用 1,338 820 （単位：円）
④利益対応税 972 596 （単位：円）
⑤合計 1,048,263 642,660 （単位：円） ①＋②＋③＋④

イ．単金の算定

職業別電話帳 50音別電話帳
①１版あたりの平均掲載件数 58,569 35,907 （単位：件） 平成１９年度の実績
②更新結果チェック 1 1 （単位：円） ア．（ア）⑤／①
③伝票入力 14 0 （単位：円） ア．（イ）⑤／①
④印刷・製本委託額 179 86 （単位：円） ア．（ウ）⑤／①
⑤電話帳システム使用料 18 18 （単位：円） ア．（エ）⑤／①

⑥合計 212 105 （単位：円）
(②＋③＋④＋⑤)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料
金設定に使用した貸倒率）

（３）お客様情報照会書作成手続費（１件ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（４）利用契約締結手続費（１件ごとに）

（単位：円）
（単位：分）

（単位：円）
（①×②／６０）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金
設定に使用した貸倒率）

（５）債権譲受手続費(公衆電話発信以外の場合）

（１）料金回収手続費(公衆電話発信以外の場合）を参照

794,555

金　額　等

区       　分

792,260
544
1,014
737

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

金　　額　　等

区       　分

区       　分

区       　分

備　　考

備        考

備　　考
金　額　等

金　額　等

区       　分

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間
①作業単金（１時間あたり）

230

0.051

5

備        考

6,213

区       　分

①作業単金（１時間あたり）
②１の手続に要する作業時間

③当該作業に係る手続費

備        考

金　　額　　等

金　　額　　等

6,213
0.037
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（６）みなし契約者に関する宛名情報提供手続費
（1照会ごとに）
　（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（1件ごとに）
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの原価及び利用見込件数により手続費を算定
ア．原価の算定

（単位：円）
（単位：円）
（単位：円）
（単位：円）
（単位：円） ①＋②＋③＋④

イ．単金の算定

（単位：円） ア．⑤
（単位：件）

（単位：円）
（①／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（７）料金請求回収代行手続費
ア．協定事業者が請求、回収すべき利用者料金が電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係るものである場合
　(ア)請求情報の授受等に係るもの
　a．原価の算定

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円） ①＋②＋③＋④

　b．単金の算定

（単位：千項目）

（単位：円）
a．⑤／①×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

備        考区       　分 金　　額　　等

55,491,122

5.23

①当該期間の料金の合計

⑤合計

③自己資本費用 70,729
④利益対応税 51,372
⑤合計 55,491,122

③１件あたりの手続費

区       　分 金　　額　　等

②当該手続の利用見込件数 10,613,412

備        考

①設備管理運営費 55,331,055
②他人資本費用 37,966

区       　分

区       　分

①作業単金（１時間あたり）

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間

②１の手続に要する作業時間
6,213

備        考

1.350

10,148

金　　額　　等

8,388

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

②他人資本費用

③自己資本費用 29

④利益対応税 21

16

備        考

①内訳項目数 3,799

②１内訳項目ごとの料金 6.11

区       　分 金　　額　　等

備        考

1.350

金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

①設備管理運営費

23,214

23,148

備        考

7,517

③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり）
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　(イ)請求・収納・不払い対応に係るもの
　a．原価の算定
　（a）請求･収納・問合せ業務に係るもの

（単位：百万円） （１）料金回収手続費（公衆電話発信以外の場合）の１．④より

（単位：百万項目）
（１）料金回収手続費（公衆電話発信以外の場合）の２．（1）ｂ(８)
より

（単位：円） ①／②

　（b）不払い対応業務に係るもの
　（不払い発生対応）

（単位：円）
（単位：時間） １内訳項目あたり

（単位：％）
料金請求回収代行の総内訳項目数に対する不払い内訳項目
数の比率

（単位：円） ①×②×③

　（未収納発生対応）

（単位：円）
（単位：時間） １内訳項目あたり

（単位：％）
料金請求回収代行の総内訳項目数に対する未収納内訳項目
数の比率

（単位：円） ①×②×③

　（合計）

（単位：円） （不払い発生対応）④＋（未収納発生対応）④

　b．単金の算定

（単位：円）
（（a）請求･収納・問合せ業務に係るもの③＋（b）不払い対応業
務に係るもの（合計））×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．
料金設定に使用した貸倒率）

（８）立会費（１回ごとに）

（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

③当該作業に係る手続費 15,298

備        考

①作業単金（１時間あたり） 8,677
②１の手続に要する作業時間 1.763

③当該作業に係る手続費 13,253

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,517
②１の手続に要する作業時間 1.763

③当該作業に係る手続費 14,788

区       　分 金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり） 8,388
②１の手続に要する作業時間 1.763

12,743

区       　分 金　　額　　等 備        考

③当該作業に係る手続費

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,228
②１の手続に要する作業時間 1.763

区       　分 金　　額　　等

備        考

不払い対応業務に係るもの

請求・収納・不払い対応に係るもの

備        考

0.11

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり）

金　　額　　等

③未収納発生比率 0.0797%

④当該作業に係る手続費 0.04

金　　額　　等

区       　分 備        考

10,954

16.76

③当該作業に係る手続費

イ．第95条の３（接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り）第１項第２号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場
合であって、その装置等（電力設備及び空気調整設備を除きます。）を当社の通信用建物において搬出入する場合

④当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 1.763

区       　分

0.07

③不払い発生比率 0.0072%

②１の手続に要する作業時間 0.167

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,213

備        考

16.65

区       　分

②１の手続に要する作業時間 0.008

①請求･収納・問合せ業務に係る費用 37,345

②内訳項目数 2,243

6,213

金　　額　　等

金　　額　　等

区       　分

③１内訳項目ごとの料金

区       　分 金　　額　　等
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　（ア）（イ）以外の場合
（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）協定事業者の光信号局内伝送路を当社の加入者光主配線盤又は中継光主配線盤に接続し又は切断する場合
（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

エ．第95条の３第１項第４号に規定する接続に必要な装置等の設置に着手するに当たって当社とその設置作業の内容について確認及び調整を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

③当該作業に係る手続費 9,835

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 1.583

③当該作業に係る手続費 11,905

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 8,677
②１の手続に要する作業時間 1.372

③当該作業に係る手続費 10,313

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,517
②１の手続に要する作業時間 1.372

③当該作業に係る手続費 11,508

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 8,388
②１の手続に要する作業時間 1.372

③当該作業に係る手続費 9,917

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,228
②１の手続に要する作業時間 1.372

③当該作業に係る手続費 8,524

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 1.372

③当該作業に係る手続費 16,721

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 8,677
②１の手続に要する作業時間 1.927

③当該作業に係る手続費 14,485

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,517
②１の手続に要する作業時間 1.927

③当該作業に係る手続費 16,164

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 8,388
②１の手続に要する作業時間 1.927

③当該作業に係る手続費 13,928

区       　分 金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 7,228
②１の手続に要する作業時間 1.927

③当該作業に係る手続費 11,972

区       　分 金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 1.927

ウ．第95条の３第１項第２号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、その装置等を当社の通信用建物内において当社の電気通信設備
若しくは電力設備に接続し又は切断する場合

区       　分 金　　額　　等 備        考
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（９）端末回線線路条件調査費（１回線ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１０）端末回線収容状況調査費（１回線ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１１）ＤＳＬ回線収容状況調査費（１回線ごとに）
ア．収容に係る利用制限を満たすか否かを確認等するために収容状況を調査等する費用

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１２）ＤＳＬ回線換算線路長等調査費（１回線ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１３）優先接続受付手続費（１変更ごとに）
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの原価および登録受付区分数により手続費を算定
ア．原価の算定

4,030,525 （単位：千円）
3,773 （単位：千円）
4,645 （単位：千円）
3,542 （単位：千円）

4,042,485 （単位：千円） ①＋②＋③＋④
⑥当該手続に係る有料登録受付件数 3,372,093 （単位：件）

⑦事業者識別番号等変更料 800 （単位：円）
当社電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス
契約約款に定める手続に関する料金

1,344,811 （単位：千円） ⑤－⑥×⑦／１，０００

イ．単金の算定

（単位：千円） ア．⑧より損害賠償回収額を除外
（単位：件） 平成１９年度の実績

（単位：円）
（①×１，０００／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．
料金設定に使用した貸倒率）

56

⑧事業者間精算対象額

④利益対応税
⑤合計

①事業者間精算対象額

③１区分変更あたりの手続費

区       　分

963

③当該作業に係る手続費 714

②当該手続に係る登録受付区分数 23,533,555

1,038

区       　分

金　　額　　等

0.114

②他人資本費用

区       　分

②１の手続に要する作業時間 0.155

①設備管理運営費

②１の手続に要する作業時間

③当該作業に係る手続費

区       　分

金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり）

区       　分

①作業単金（１時間あたり）

金　　額　　等

6,213
0.105

6,213

イ．第52 条（協定事業者の切分責任等）第３項の規定に基づき、そのＤＳＬ 回線が事後対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのＤＳＬ 回線を利用する協定事業
者名等の調査に要する費用

③当該作業に係る手続費

金　　額　　等

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 0.167

区       　分 金　　額　　等

652

③自己資本費用

区       　分 金　　額　　等

1,318,209

金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

708

6,213
0.115

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間

③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり）
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（１４）光回線設備線路条件調査費
ア．光回線設備の伝送損失又はパルス測定結果の調査に要する費用
　（ア）基本額（１地点ごとの１調査ごとに） 　　　
　　a．利用者の建物で測定を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　　b．当社の通信用建物で測定を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）加算額（１回線ごとの１調査ごとに）
　　伝送損失又はパルス測定結果の調査を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

イ．光回線設備（光信号分岐端末回線を除きます。）の経過年数の調査に要する費用（１区間ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

ウ．光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要する費用（１番号ごとの１成功検索ごとに）
　平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの原価及び利用見込件数により手続費を算定
　（ア）　基本額
　a．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　b．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）a．⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり） 6,213
②１の手続に要する作業時間 0.133

826

②１の手続に要する作業時間
①作業単金（１時間あたり）

区       　分

①作業単金（１時間あたり）

金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

13,905

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る手続費 6,312

②１の手続に要する作業時間

0.43

③当該作業に係る手続費

32,550

6,213
②１の手続に要する作業時間 1.016

①作業単金（１時間あたり） 6,213

区       　分

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る手続費

区       　分

6,213

備        考

備        考

0.267

13,738

1,659

備        考

727

金　　額　　等

0.117

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出
し、設備管理運営費の原価に含めた。

金　　額　　等

備        考

備        考

備        考

13,905

54

39

74
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　（イ）　加算額
　１．１の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答するとき
　a．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　b．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） a．⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　２．同時に複数の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答するとき
　a．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

Ⅰ
　b．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） a．⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（（①／②）×（１+「網使用料算定根拠」記載のⅤ．料金設定に
使用した貸倒率））＋１．b．③

（１５）相互接続点に係る情報調査費（１通信用建物ごとの１件ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

イ．光信号局内伝送路のみを当社の通信用建物内に協定事業者が設置する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１６）光信号中継回線に係る情報調査費（１区間ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

1,881
6,437

0.38

1,881

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

1,781
当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費及、同一
番号移転可否情報調査費び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出
し、設備管理運営費の原価に含めた。
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44

32

区       　分

区       　分 金　　額　　等

52

3,081

区       　分

6,213

③当該作業に係る手続費

区       　分 金　　額　　等

②１の手続に要する作業時間 1.418

金　　額　　等

8,810

①作業単金（１時間あたり）

2,143③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり）

①作業単金（１時間あたり）
②１の手続に要する作業時間 0.345

6,213

区       　分 金　　額　　等

0.09

2,918

39

72

32,548

②１の手続に要する作業時間

6,213

0.135

③当該作業に係る手続費 839

備        考

備        考

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出
し、設備管理運営費の原価に含めた。

金　　額　　等 備        考

備        考

3,081

ア．接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック（それを設置するために要するスペースが１基準架を超えないものであって、当社が別に定める設置基準
を満たすものに限ります。）を協定事業者が設置する場合
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（１７）光信号端末回線の事前照会に係る情報調査費（１区間ごとに）
ア．提供可能時期の調査に要する費用
　（ア）光信号端末回線（既に設置された当社の屋内配線を除きます。）に係る情報を提供する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）既に設置された当社の屋内配線に係る情報を提供する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

イ．伝送損失の調査に要する費用

（単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）

③当該作業に係る手続費 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１８）自前工事調整等作業費（１通信用建物ごとの１件ごとに）

　（ア）接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設置する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか２種類以上に接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（ウ）接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか１種類に接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（エ）複数のキャビネットラックに設置された、１の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

金　　額　　等

金　　額　　等 備        考

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間
①作業単金（１時間あたり）

19,242

区       　分

備        考

①作業単金（１時間あたり）

備        考

48,387

区       　分 備        考

6,213①作業単金（１時間あたり）
②１の手続に要する作業時間

②１の手続に要する作業時間 0.702

金　　額　　等

金　　額　　等

③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり）

22,914③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間 3.688

6,213

③当該作業に係る手続費

①作業単金（１時間あたり） 6,213

4,362

③当該作業に係る手続費

③当該作業に係る手続費

区       　分

34,172

区       　分

区       　分

備        考

備        考

備        考

①作業単金（１時間あたり）

6,213
②１の手続に要する作業時間

6,213
②１の手続に要する作業時間 2.033
①作業単金（１時間あたり）

7.788

金　　額　　等

12,631

金　　額　　等区       　分

3.097

5.500

6,213

6,213
0.448

2,783

ア．接続に必要な装置等の設置に付随する設計に要する費用

金　　額　　等区       　分
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　（ア）接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設置する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか２種類以上に接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（ウ）接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか１種類に接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（エ）複数のキャビネットラックに設置された、１の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（１９）光配線区域情報調査費（１通信用建物ごとに）
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に適用するための手続費
ア．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

イ．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） ア．⑤
②当該手続の利用見込対象ビル数 （単位：ビル）

③１通信用建物あたりの手続費 （単位：円）
（①×１，０００／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．
料金設定に使用した貸倒率）

ウ．接続に必要な装置等の撤去の結果の確認に要する費用

エ．接続に必要な装置等の撤去に伴う設備情報の変更管理に要する費用

②１の手続に要する作業時間 0.917

備        考

②１の手続に要する作業時間 1.083

③当該作業に係る手続費 6,729

区       　分

③当該作業に係る手続費 5,697

区       　分 金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり） 6,213

金　　額　　等 備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,213

6,667

4,398

3

備        考

4

備        考

備        考

イ．接続に必要な装置等の設置の結果の確認に要する費用

区       　分 金　　額　　等 備        考

①作業単金（１時間あたり）

備        考

6,213

6,803

1.095

備        考

8,170

金　　額　　等

8,984

6

4,411

491
4,411

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る手続費

6,213

区       　分

①作業単金（１時間あたり）

②１の手続に要する作業時間

8,885

②１の手続に要する作業時間 1.430

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る手続費

区       　分 金　　額　　等

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

①作業単金（１時間あたり）
②１の手続に要する作業時間 1.073

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間 1.315

6,213

③当該作業に係る手続費

区       　分 金　　額　　等

①作業単金（１時間あたり） 6,213
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（２０） ルーティング番号登録工事等受付手続費
平成２０年４月１日から平成２０年１１月３０日までの間に適用するための手続費
ア．イ以外の場合
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　（イ）単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

平成２０年１２月１日から平成２１年３月３１日までの間に適用するための手続費
　（ウ）原価の算定　（名義人基準の弾力化に係る機能追加に係るもの）

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　（エ）名義人の弾力化に係る機能追加に係る加算額の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ウ）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）
③１件あたりの手続費 （単位：円） ①／②

　（オ）単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件） （イ）②
③名義人の弾力化に係る機能追加に係る加算額 1 （単位：円） （エ）③

④１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②＋③）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設
定に使用した貸倒率）

2,529

78

区       　分 金　　額　　等 備        考

193,567

区       　分 金　　額　　等 備        考

489

備        考

488

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」及び「Ⅸ　番号情報データ
ベース登録手続費、料金請求回収代行手続費、光配線区域情
報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費、き線点情報調査費及びルーティング
番号変換手続費の算定において用いた一般管理費比率を用い
て管理費相当を算出し、設備管理運営費の原価に含めた。

0.34

0.62

0.45

77

2,529
193,567

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」及び「Ⅸ　料金請求回収代行
手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事
等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調
査費及びルーティング番号変換手続費の算定において用いた
一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営
費の原価に含めた。

備        考

193,567

190,530

720

975

1,342

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

489

843
1
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イ．ルーティング番号等削除工事（ルーティング番号のみ削除する場合に限ります。）又はルーティング番号変更工事費に係るものである場合
　平成２０年４月１日から平成２０年１１月３０日までの利用実績に適用する精算のための手続費
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　 （イ）単金の設定

①当該期間の料金の合計 74,670 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 287 （単位：千件）

③1件あたりの手続費 337 （単位：円）
（①／②）×（1+「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率） + ア（イ）③

　平成２０年１２月１日から平成２１年３月３１日までの間に適用するための手続費
　（ウ）単金の設定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③1件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）＋ア（オ）④

区       　分 金　　額　　等

74,670
287

338

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等

74,670

備        考

73,389

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」及び「Ⅸ　料金請求回収代行
手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事
等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調
査費及びルーティング番号変換手続費の算定において用いた
一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営
費の原価に含めた。

304

566

411
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（２１） 同一番号移転可否情報調査費
平成２０年４月１日から平成２０年１１月３０日までの間に適用するための手続費
ア．原価の算定
　（ア）情報提供システムに係る費用

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

④利益対応税 （単位：円）

⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

⑥情報提供システムの利用見込件数 76,849 （単位：件）
⑦情報提供システムに係る１件あたりの料金 1 （単位：円） ⑤／⑥

　（イ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合以外）

①作業単金（１時間あたり） 6,280 （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 0.106 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 666 （単位：円） ①×②

　（ウ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,280 （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 0.023 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 144 （単位：円） ①×②

イ．単金の算定
　（ア） （イ）以外の場合

①情報提供システムに係る料金 1 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 666 （単位：円） ア（イ）③

③１件あたりの手続費 667 （単位：円）
（①＋②）×（1＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合

①情報提供システムに係る料金 1 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 144 （単位：件） ア（ウ）③
③申込受付システムに係る料金 337 （単位：円） （２０）ルーティング番号登録工事等受付手続費イ（イ）③より

④１件あたりの手続費 482 （単位：円）
（①＋②）×（1＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）＋③

平成２０年１２月１日から平成２１年３月３１日までの間に適用するための手続費
ア．原価の算定
　（ア）情報提供システムに係る費用

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

（単位：円）

（単位：円） ①＋②＋③＋④

⑥情報提供システムの利用見込件数 （単位：件）
⑦情報提供システムに係る１件あたりの料金 （単位：円） ⑤／⑥

　（イ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合以外）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

　（ウ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

備        考

0.023

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

29

53

備        考

6,280
0.106
666

38,425
1

④利益対応税 4

144

区       　分

区       　分 金　　額　　等

41,797⑤合計

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

備        考

83,423
当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

57

107

8

金　　額　　等

金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

41,711

6,280

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

金　　額　　等

区       　分

金　　額　　等

83,595

区       　分

区       　分
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イ．単金の算定
　（ア） （イ）以外の場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：円） ア（イ）③

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①＋②）×（1＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：件） ア（ウ）③
③申込受付システムに係る料金 （単位：円） （２０）ルーティング番号登録工事等受付手続費イ（イ）③より

④１件あたりの手続費 （単位：円）
（①＋②）×（1＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）＋③

（２２） き線点情報調査費（１通信用建物ごとに）
　ア．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

④利益対応税 （単位：円）

⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　イ．単金の算定

（単位：円） ア．⑤
（単位：件）

（単位：円）
（①／②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（２３）き線点換算線路長調査費（１電柱ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
（①×②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（２４） メタリック加入者線と電柱に設置する接続に必要な装置等との接続可否調査費
ア．机上調査を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
（①×②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

イ．現地調査を行う場合

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
（①×②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（２５）接続工事等時刻指定手続費

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
（①×②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

666

667

1

区       　分 金　　額　　等

1
144
338

483

6,213

10,438

12,064

13,013,960
487

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る手続費 7,940

①作業単金（１時間あたり）

①作業単金（１時間あたり）
0.187

③当該作業に係る手続費 1,162

②１の手続に要する作業時間

金　　額　　等

6,213
②１の手続に要する作業時間 1.278

区       　分

①作業単金（１時間あたり）

区       　分

1.680

0.115

714

12,976,372

6,213

①作業単金（１時間あたり）

区       　分

③当該作業に係る手続費

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

備        考

①当該期間の料金の合計

区       　分 金　　額　　等

8,915

16,609

区       　分

②当該手続の利用見込件数

13,013,960

26,723

6,213

金　　額　　等

金　　額　　等

金　　額　　等

③当該作業に係る手続費

区       　分

②１の手続に要する作業時間

③当該作業に係る手続費

②１の手続に要する作業時間

金　　額　　等

28



（２６）端末回線情報提供手続費
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に適用するための手続費
　ア．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　イ．料金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） ア．⑤

②当該作業に係る手続費（月額） （単位：千円）
（①÷12ヶ月）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設
定に使用した貸倒率）

（２７）ルーティング番号変換手続費
ア．ルーティング番号変換システムに係る費用（月額）
　平成２０年４月１日から平成２１年１月３１日までの間に適用するための手続費
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

④利益対応税 （単位：円）

⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　（イ）料金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：円） （ア）⑤

②月額料金 （単位：円）
（①÷１２ヶ月）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設
定に使用した貸倒率）

イ．ルーティング番号変換に係る作業に要する費用（１番号変換ごとに）
　平成１９年２月１日から平成１９年３月３１日までの利用実績に適用する精算のための手続費

①作業単金（１時間あたり） 6,540 （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 0.008 （単位：時間）

③当該作業に係る手続費 52 （単位：円） ①×②

　平成１９年４月１日から平成２１年１月３１日までの利用実績に適用する精算のための手続費

①作業単金（１時間あたり） 6,280 （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 0.008 （単位：時間）

③当該作業に係る手続費 50 （単位：円）
（①×②）×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

（２８）みなし契約者に関する宛名情報提供手続費（１件ごとに）
平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
ア．原価の算定

（単位：円）
（単位：円）
（単位：円）
（単位：円）
（単位：円） ①＋②＋③＋④

イ．単金の算定

（単位：円） ア．⑤
（単位：件） 平成１９年度の実績

（単位：円）
（①／②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

3,169

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出
し、設備管理運営費の原価に含めた。

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

備        考

区       　分 備        考

区       　分

37,890

34

64

45

金　　額　　等

38,033

金　　額　　等

38,033

区       　分 金　　額　　等

49,236

39,337

区       　分

区       　分

金　　額　　等

金　　額　　等

金　　額　　等

65,786

金　　額　　等

22,012,914

22,012,914

1,834,416

21,949,335

15,080

28,094

20,405

55,523,492

5.23

金　　額　　等

区       　分

備        考

備        考

備        考

区       　分

①当該期間の料金の合計 55,523,492
②当該手続の利用件数 10,613,412

①設備管理運営費 55,369,133

③１件あたりの手続費

④利益対応税

区       　分

⑤合計

②他人資本費用
③自己資本費用

備        考

29



（２９）優先接続受付手続費（１変更ごとに）
平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
ア．原価の算定

4,031,250 （単位：千円）
3,424 （単位：千円）
4,507 （単位：千円）
3,476 （単位：千円）

4,042,657 （単位：千円） ①＋②＋③＋④
⑥当該手続に係る有料登録受付件数 3,372,093 （単位：件）

⑦事業者識別番号等変更料 800 （単位：円）
当社電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス
契約約款に定める手続に関する料金

1,344,983 （単位：千円） ⑤－⑥×⑦／１，０００

イ．単金の算定

1,318,381 （単位：千円） ア．⑧より損害賠償回収額を除外
23,533,555 （単位：件） 平成１９年度の実績

56 （単位：円）
(①×１，０００／②)×（1+ 実際費用方式による平成１９年度
「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒
率）

（３０）光回線設備線路条件調査費
ウ．光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要する費用（１番号ごとの１成功検索ごとに）
　（ア）基本額
　　　 平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
　ａ．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）
②他人資本費用 （単位：千円）
③自己資本費用 （単位：千円）
④利益対応税 （単位：千円）
⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　b．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） a．⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件） 平成１９年度の実績

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

　（イ）加算額
　　平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
　a．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）
②他人資本費用 （単位：千円）
③自己資本費用 （単位：千円）
④利益対応税 （単位：千円）
⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　b．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） a．⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+実際費用方式による平成１９年度  「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

備        考金　　額　　等

金　　額　　等 備        考

19,908

20,619

金　　額　　等

区       　分

④利益対応税

①設備管理運営費

⑤合計

②他人資本費用
③自己資本費用

区       　分

③1区分変更あたりの手続費

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

備        考

区       　分

①事業者間精算対象額
②当該手続に係る登録受付区分数

⑧事業者間精算対象額

67
50

備        考

20,619
20,341

1.01

185
299
227

3,084
20,335

0.15

3,084

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

2,927
40

30



（３１）光配線区域情報調査費（１通信用建物ごとに）
平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
ア．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）
②他人資本費用 （単位：千円）
③自己資本費用 （単位：千円）
④利益対応税 （単位：千円）
⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

イ．単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） ア．⑤
②当該手続の利用対象ビル数 （単位：ビル） 平成１９年度の実績

③１通信用建物あたりの手続費 （単位：円）
（①×１，０００／②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度
「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒
率）

（３２） ルーティング番号登録工事等受付手続費
ア．イ以外の場合
平成２０年３月１日から平成２０年３月３１日までの利用実績に適用する精算のための手続費
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

（イ）単金の算定
①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用件数 （単位：千件）

③1件あたりの手続費 （単位：円）
（①／②）×（1+実際費用方式による平成１９年度  「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

イ．ルーティング番号等削除工事（ルーティング番号のみ削除する場合に限ります。）又はルーティング番号変更工事費に係るものである場合
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

 （イ）単金の設定
①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用件数 （単位：千件）

③1件あたりに追加される手続費 305 （単位：円）

（①／②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率） + ア（イ）
③

8,998

5
4

16,158

4,418

6,232

6,232
26

16,158

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報調査費の算定にお
いて用いた一般管理費比率」及び「Ⅸ　料金請求回収代行手続
費、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受
付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費
及びルーティング番号変換手続費の算定において用いた一般
管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営費の
原価に含めた。

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に
要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番
号移転可否情報調査費及び端末回線情報提供手続費の算定
において用いた一般管理費比率」及び「Ⅸ　料金請求回収代行
手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事
等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調
査費及びルーティング番号変換手続費の算定において用いた
一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営
費の原価に含めた。

備        考

備        考

6,129

26

44

33

区       　分 金　　額　　等

区       　分

金　　額　　等

62

104

区       　分

備        考

4,418

金　　額　　等

4,406
3

区       　分 金　　額　　等

78

15,914

249

65

491

31



（３３） 同一番号移転可否情報調査費
平成２０年３月１日から平成２０年３月３１日までの利用実績に適用する精算のための手続費
ア．情報提供システムに係るもの（月額）
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

④利益対応税 （単位：円）

⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

⑥情報提供システムの利用見込件数 （単位：件）
⑦情報提供システムに係る１件あたりの料金 （単位：円） ⑤／⑥

　（イ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合以外）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

　（ウ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

イ．単金の算定
　（ア） （イ）以外の場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：円） ア（イ）③

③１件あたりの手続費 （単位：円）
（①＋②）×（1＋実際費用方式による平成１９年度「網使用
料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

　（イ）当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：件） ア（ウ）③
③申込受付システムに係る料金 （単位：円） （３２） ルーティング番号登録工事等受付手続費　イ（イ）③より

④１件あたりの手続費 （単位：円）
（①＋②）×（1＋実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）＋③

（３４） き線点情報調査費（１通信用建物ごとに）
平成１９年度の利用実績に適用する精算のための手続費
　ア．原価の算定

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

④利益対応税 （単位：円）

⑤合計 （単位：円） ①＋②＋③＋④

　イ．単金の算定

（単位：円） ア．⑤
（単位：件）

（単位：円）
（①／②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

（３５）接続工事等時刻指定手続費
　平成２０年３月１４日から平成２１年３月３１日までの利用実績に適用する精算のための手続費

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
（①×②）×（1+ 実際費用方式による平成１９年度 「網使用料
算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した貸倒率）

③当該作業に係る手続費 8,026

③当該作業に係る手続費 26,770

①当該期間の料金の合計 13,037,034
②当該手続の利用見込件数 487

13,037,034

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

13,000,695
当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　料金
請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング
番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、
き線点情報調査費及びルーティング番号変換手続費の算定に
おいて用いた一般管理費比率」を用いて管理費相当を算出し、
設備管理運営費の原価に含めた。

9,261

15,487

11,591

144
305

450

0.106

備        考金　　額　　等

13,907

6,280

1

区       　分 金　　額　　等

144

区       　分

0.023

区       　分

備        考

1
666

667

区       　分 金　　額　　等 備        考

1

区       　分 金　　額　　等 備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,280
②１の手続に要する作業時間 1.278

備        考

備        考

10,486
当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅸ　番号
情報データベース登録手続費、料金請求回収代行手続費、光
配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続
費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費及び
ルーティング番号変換手続費の算定において用いた一般管理
費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営費の原価
に含めた。

8

13

9

金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

10,516

6,280

666

32



Ⅳ　一般管理費比率

（単位：百万円）

比　率　等

①管理費 96,789
②直接費 997,645 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より
③管理費比率 9.7% ①／②
④報酬率 0.20% Ⅰ作業単金（５）報酬率③　参照
⑤利益対応税率（報酬全体に対する比率） 47.49% Ⅰ作業単金（６）利益対応税率④　参照
⑥一般管理費比率 10.0% １×③＋（１＋１×③）×④＋（（１＋１×③）×④）×⑤

Ⅴ　電力設備等の年額料金の算定に適用する比率

（１）取付費比率
平成１９年度に完了した工事から下記の固定資産区分毎に工事費等を把握し、平均的な物品費と取付費の割合で算定

区      分 調査数
①物品費
（千円/工事）

②直接工事費
（千円/工事）

③取付費（②-①）
（千円/工事）

取付費比率（③/①）

受電設備 153 2,146 4,701 2,555 1.191
発電設備 45 15,092 25,896 10,804 0.716
電源設備及び蓄電池設備 772 4,257 8,143 3,886 0.913
空気調整設備 280 3,442 9,484 6,041 1.755

（２）設備管理運営費比率（電力設備及び空気調整設備）
（単位：百万円）

通信料対応設備
合計

①取得固定資産価額 263,818

②設備管理運営費 20,856 （参考２）設備区分別の費用明細表（通信料対応設備合計の内訳）より
(再掲)③減価償却費 8,880 （参考２）設備区分別の費用明細表（通信料対応設備合計の内訳）より

④設備管理運営費（減価償却費除く） 11,975 ②－③
⑤設備管理運営費比率（減価償却費除く） 0.045 ④／①

Ⅵ　設備使用料の料金算定に採用する自己資本利益率

　　　　「網使用料算定根拠」による。

区       　分 備                       考

（参考１）設備区分別固定資産明細表（通信料対応設備合計の内訳）より
           （建物・構築物・土地・建設仮勘定除く）

備        考区       　分

「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より（東西交
付金を除く）
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Ⅶ　光信号引込等設備に係る負担額

１．光信号引込等設備の維持等に係る負担額（１光信号引込等設備ごとに月額）
（１）光信号引込等設備維持負担額
　（ア）　（イ）以外のもの

区       　分 金　額　等 備       　考

負担額 285 （単位：円）

　（イ）協定事業者が設置した光信号分岐端末回線収容キャビネット等にその光信号引込等設備が収容等されているもの
区       　分 金　額　等 備       　考

負担額 277 （単位：円）

（２）光信号引込等設備管理負担額
区       　分 金　額　等 備       　考

負担額 62 （単位：円）

２．光信号引込等設備の撤去に係る負担額　（１光信号引込等設備ごとに）
（１）光信号引込等設備の未償却残高の算定に用いる取得固定資産価額

区       　分 金　額　等 備       　考

①未償却残高の算定に用いる取得固定資産価額 22,144 （単位：円）

②未償却残高の算定に用いる取得固定資産価額 22,144 （単位：円）

（２）光信号引込等設備の撤去に要する費用
　ア　光信号引込等設備を撤去する場合

区       　分 金　額　等 備       　考

①撤去に要する費用 8,031 （単位：円）

②撤去に要する費用 8,031 （単位：円）

　イ　当社が設置した光信号分岐端末回線収容キャビネット等を撤去する場合
区       　分 金　額　等 備       　考

①撤去に要する費用 219 （単位：円）

②撤去に要する費用 219 （単位：円）

３．光信号引込等設備の維持等に係る精算用負担額（１光信号引込等設備ごとに月額）
（１）光信号引込等設備管理負担額

区       　分 金　額　等 備       　考

負担額 62 （単位：円）

①×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒率）

（（「網使用料算定根拠」記載のⅡ.の１．（２)のMの⑥単芯区間－「網使用料算定根
拠」記載のⅡ.の１．（２)のMの⑥ｸﾛｰｼﾞｬ内接続＋「網使用料算定根拠」記載のⅡ.の
１．（２)のMの⑥電柱の単芯区間） ÷ 12ｹ月）×（１＋「網使用料算定根拠」記載の
ⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒率）

「網使用料算定根拠」記載のⅡの１３．（２）光信号分岐端末回線管理機能

（（「網使用料算定根拠」記載のⅡ.の１．（２)のMの⑥単芯区間－「網使用料算定根
拠」記載のⅡ.の１．（２)のMの⑥ｸﾛｰｼﾞｬ内接続＋「網使用料算定根拠」記載のⅡ.の
１．（２)のMの⑥電柱の単芯区間－「網使用料算定根拠」記載のⅡ.の１．（２)のMの
⑥キャビネット） ÷ 12ｹ月）×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に
使用した貸倒率）

・平日設置の場合の取得固定資産価額

「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥの１３．（２）光信号分岐端末回線管理機能

①×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒率）

①×（１＋「網使用料算定根拠」記載のⅩⅤ．料金設定に使用した貸倒率）
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比　率　等

①管理費 96,789 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

②直接費（営業費・施設保全費・運用費） 997,645 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

③減価償却費 418,168 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

④一般管理費比率 6.8% ①／（②＋③）

比　率　等

①管理費 96,789 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

②直接費（営業費・施設保全費・運用費） 997,645 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

③減価償却費 418,168 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

④固定資産除却費 37,120 「網使用料算定根拠」記載の設備区分別の費用明細表より

⑤一般管理費比率 6.7% ①／（②＋③＋④）

 

Ⅷ　光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要する費用、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費及び端末回線情
報提供手続費の算定において用いた一般管理費比率

備        考区                     分

区                     分 備        考

Ⅸ　料金請求回収代行手続費、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費及
びルーティング番号変換手続費の算定において用いた一般管理費比率
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（参考1）設備区分別固定資産明細表（通信料対応設備合計の内訳）

（単位：百万円）

電力設備 その他

取 得 価 額 0 0 0
公衆電話機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0

正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 1,475,294 0 1,475,294

市内電話機械設備 減価償却累計額直接賦課 1,367,615 0 1,367,615
正 味 価 額 107,679 0 107,679
取 得 価 額 56,713 0 56,713

市外電話機械設備 減価償却累計額直接賦課 52,705 0 52,705
正 味 価 額 4,008 0 4,008
取 得 価 額 0 0 0

電信機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0
正 味 価 額 0 0 0

機 取 得 価 額 0 0 0
電報機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0

正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 0 0 0

ＤＤＸ機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0
械 正 味 価 額 0 0 0

取 得 価 額 0 0 0
画像機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0

正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 0 0 0

設 ＯＣＮ機械設備 減価償却累計額 － 0 0 0
正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 740,014 0 740,014

伝送機械設備 減価償却累計額直接賦課 692,449 0 692,449
正 味 価 額 47,565 0 47,565

備 取 得 価 額 16,782 0 16,782
無線機械設備 減価償却累計額直接賦課 14,899 0 14,899

正 味 価 額 1,882 0 1,882
取 得 価 額 258,946 258,946 0

電力設備 減価償却累計額直接賦課 209,917 209,917 0
正 味 価 額 49,030 49,030 0
取 得 価 額 0 0 0

電話番号案内設備 減価償却累計額 － 0 0 0
正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 4,361 439 3,922

総合監視システム 減価償却累計額取得資産額比 3,629 365 3,264
正 味 価 額 733 74 659
取 得 価 額 22,819 0 22,819

空中線設備 減価償却累計額直接賦課 17,505 0 17,505
正 味 価 額 5,314 0 5,314
取 得 価 額 0 0 0

通信衛星設備 減価償却累計額 － 0 0 0
正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 0 0 0

端末設備 減価償却累計額 － 0 0 0
正 味 価 額 0 0 0
取 得 価 額 211,932 0 211,932

線 市内線路設備 減価償却累計額直接賦課 188,891 0 188,891
路 正 味 価 額 23,042 0 23,042
設 取 得 価 額 42,348 0 42,348
備 市外線路設備 減価償却累計額直接賦課 38,023 0 38,023

正 味 価 額 4,326 0 4,326
取 得 価 額 368,208 0 368,208

土木設備 減価償却累計額直接賦課 286,519 0 286,519
正 味 価 額 81,689 0 81,689
取 得 価 額 2,604 0 2,604

海底線路設備 減価償却累計額直接賦課 2,139 0 2,139
正 味 価 額 464 0 464
取 得 価 額 444,661 14,972 429,689

建物 減価償却累計額 277,546 10,736 266,810
正 味 価 額 167,115 4,236 162,879
取 得 価 額 31,233 2,324 28,909

構築物 減価償却累計額 25,213 1,876 23,337
正 味 価 額 6,020 448 5,572
取 得 価 額 2,416 180 2,236

機械及び装置 減価償却累計額 1,866 139 1,727
正 味 価 額 549 41 508
取 得 価 額 358 26 332

車両及び船舶 減価償却累計額 285 21 264
正 味 価 額 73 5 68
取 得 価 額 21,630 1,610 20,020

工具、器具及び備品 減価償却累計額 16,173 1,204 14,969
正 味 価 額 5,457 406 5,051
取 得 価 額 127 9 118
減価償却累計額 90 7 83
正 味 価 額 38 3 35
取 得 価 額 52,703 770 51,933

土地 減価償却累計額 0 0 0
正 味 価 額 52,703 770 51,933
取 得 価 額 7,084 527 6,557

建設仮勘定 減価償却累計額 0 0 0
正 味 価 額 7,084 527 6,557
取 得 価 額 176,329 2,607 173,722

無形固定資産 減価償却累計額 151,301 1,839 149,462
正 味 価 額 25,029 768 24,261
取 得 価 額 3,936,562 282,410 3,654,152
減価償却累計額 3,346,765 226,104 3,120,661
正 味 価 額 589,800 56,308 533,492

※　資産は「設備区分別固定資産明細表」における、端末系交換設備（音声）＜DSM-I・TCMを除く＞、端末系交換設備間伝送路、群タンデム交換設備、

　　端末系交換設備～中継交換設備間伝送路（音声）、中継系交換設備（音声）、総合ディジタル網加入者モジュールの合計。

リース資産

通信用土地に係るもの：直接賦課
上記以外のもの：取得資産額比

取得資産額比

交換・伝送・線路設備に係るもの：直接賦
課
上記以外のもの：取得資産額比

取得資産額比

設備区分毎の固定資産合計

主な配賦基準資産の項目
通信料対応設備合計

通信用建物に係るもの：直接賦課
上記以外のもの：取得資産額比

取得資産額比

取得資産額比

取得資産額比

取得資産額比
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（参考２）設備区分別の費用明細表（通信料対応設備合計の内訳）

（単位：百万円）

電力設備 その他

営 業 費 10 1 9

運 用 費 0 0 0

施 設 保 全 費 92,473 8,603 83,870

共 通 費 11,933 622 11,311

管 理 費 12,629 1,117 11,512

試 験 研 究 費 13,585 309 13,276

通信設備使用料 5,403 386 5,017

租 税 公 課 11,223 469 10,754

減 価 償 却 費 73,020 8,880 64,140

固定資産除却費 8,762 468 8,294

( 再 ） 除 却 損 3,694 292 3,402

合 計 229,038 20,855 208,183

※　費用は「設備区分別の費用明細表」における、端末系交換設備（音声）＜DSM-I・TCMを除く＞、端末系交換設備間伝送路、群タンデム交換設備、

　　端末系交換設備～中継交換設備間伝送路（音声）、中継系交換設備（音声）、総合ディジタル網加入者モジュールの合計。

・取得資産額比

―

費用の項目 主　な　配　賦　基　準

・支出額比

・取得資産額比

通信料対応設備合計

・電力設備など個別把握可能なもの：直接賦課
・上記以外のもの：正味資産額比

・電力設備など個別把握可能なもの：直接賦課
・上記以外のもの：正味資産額比

・電力設備など個別把握可能なもの：直接賦課
・上記以外のもの：支出額比

・正味資産額比

・電力設備など個別把握可能なもの：直接賦課
・上記以外のもの：正味資産額比

・支出額比

・電力設備など個別把握可能なもの：直接賦課
・上記以外のもの：支出額比
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